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契約書別紙兼重要事項説明書 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 一般社団法人あすなろ 

主たる事務所の所在地 〒731-0111 

広島県広島市安佐南区東野三丁目 23番 6-101号 

代表者（職名・氏名） 代表理事 上田 美幸 

設立年月日 平成２９年１０月１９日 

電話番号 ０８２－５５４－０７０１ 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の所在地等 

事業所の名称 訪問看護ステーションみゆ 

サービスの種類 訪問看護・介護予防訪問看護 

事業所の所在地 〒731-0111 

広島県広島市安佐南区東野三丁目 23番 6-101号 

電話番号 ０８２－５５４－０７０１ 

ＦＡＸ番号 ０８２－５５４－０７０２ 

指定年月日・事業所番号 平成２９年１２月１日指定 ３４６０２９０９９６ 

管理者の氏名 豊島 弘絵 

通常の事業の実施地域 安佐南区・安佐北区・東区・中区・西区.・南区（似島町、宇品町

を除く）・安芸区・安芸郡府中町・東広島市・大竹市 

 

（２）事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 一般社団法人あすなろが設置する訪問看護ステーションみゆ（以下「ステーショ

ン」という。）の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーシ

ョンの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護の及び指定介護予防訪問看護

の事業（以下「事業」という。）の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問

看護及び指定介護予防訪問看護（以下「訪問看護」という。）の提供を確保するこ

とを目的とする。 

運営の方針 １ ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理

及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅

療養ができるよう努めなければならない。 

２ ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供

ができるよう努めなければならない。 
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３ ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センタ

ー、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。 

 

（３） 事業所窓口の営業日及び営業時間 

営業日 月曜日から金曜日まで 

休業日 土日、年末年始（12月 30日から 1月 3日）及びお盆（8月 13日から 8

月 15日）を除きます。 

営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分まで 

 

（４） 事業所の職員体制 

管理責任者の氏名 管 理 者  豊島 弘絵 

 

従業者の職種 勤務の形態・人数 従業者の職種 勤務の形態・人数 

看護師 常勤 ２人、非常勤 １人 理学療法士 常勤 ２人、非常勤 １人 

准看護師 常勤 １人、非常勤 ０人 作業療法士 常勤 ０人、非常勤 1人 

保健師 常勤 ０人、非常勤 ０人 言語聴覚士 常勤 ０人、非常勤 ０人 

 

３． 提供するサービス内容及び費用について 

（１） 事業所の担当者が訪問看護計画書に基づいてサービスを提供します。 

サービス区分と 

種類 
サービスの内容 

訪問看護計画の 

作成 

主治医の指示及びご利用者様に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅

サービス計画（ケアプラン）に基づき、ご利用者様の意向や心身の状況等の

アセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪

問看護計画を作成します。 

訪問看護の提供 訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 

具体的な訪問看護の内容 

○かかりつけ医師との連絡、調整 

○病状等観察 

○療養指導 

○体位交換 

○栄養、食事の援助 

○排泄援助 

○整容、更衣 

○移動、移乗、散歩時の介助 
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○保清、（入浴、清拭、陰部、足浴、口腔ケア） 

○療養環境整備、支援（居室、日常生活用具等） 

○リハビリテーション 

○認知症、精神障害者のケア 

○外来等受診同伴 

○ご家族様等支援（介護方法の助言、相談対応等） 

○社会資源調整、退院支援 

○酸素管理 

○吸引（器官内、口、鼻腔）、吸入 

○膀胱留置カテーテル交換、管理、膀胱洗浄 

○褥瘡予防、処置 

○創傷処置 

○在宅中心静脈栄養実施、管理 

○経管栄養実施、管理 

○人工肛門処置、管理 

○人工膀胱処置、管理 

○胃ろう管理 

○気管カニューレ交換、管理 

○人工呼吸器管理 

○ＣＡＰＤのかん流液交換、管理 

○緩和ケア 

○ターミナルケア 

○血糖値管理 

○服薬管理 

○注射、点滴実施、管理 

○浣腸、摘便 

○検査補助 

○その他緊急対応 

  

（２） 訪問看護職員の禁止行為 

訪問看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

① ご利用者様又はご家族様の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり 

② ご利用者様又はご家族様からの金銭、物品、飲食の授受 

③ ご利用者様の同居ご家族様に対するサービス提供 

④ ご利用者様の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑤ 身体拘束その他ご利用者様の行動を制限する行為（ご利用者様又は第三者等の生命や身体
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を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑥ その他ご利用者様又はご家族様等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷

惑行為 

 

（３）提供するサービスの利用料、利用者負担 

ご利用者様がサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく

「ご利用者様負担金」は、原則として基本利用料の１割（一定以上の所得のある方は２割又は３割）の

額です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご

負担いただきます。 

 

①訪問看護の利用料 

【基本部分】 

＜保健師、看護師が行う訪問看護＞ 

サービスの内容 

1回あたりの所要時間 
単位 

基本利用料 

※（注１）参照 

ご利用者様負担金 ※（注２.３）参照 

（自己負担 1割） （自己負担 2割） （自己負担 3割） 

20分未満 ３１４ ３，３５９円 ３３６円 ６７２円 １，００８円 

20分以上 30分未満 ４７１ ５，０３９円 ５０４円 １，００８円 １，５１２円 

30分以上 1時間未満 ８２３ ８，８０６円 ８８１円 １，７６２円 ２，６４２円 

1 時間以上 1 時間 30 分未

満 

１，１２８ １２，０６９円 １，２０７円 ２，４１４円 ３，６２１円 

定期巡回訪看（1月につき） 

※（注 5）参照 

２，９６１ ３１，６８２円 ３，１６９円 ６，３３７円 ９，５０５円 

定期巡回訪看・要介護 5（1

月につき） ※（注 5）参照 

３，７６１ ４０，２４２円 ４，０２５円 ８，０４９円 １２，０７３円 

定期巡回訪看・日割  

※（注 5）参照 

９７ １，０３７円 １０４円 ２０８円 ３１２円 

定期巡回訪看・要介護 5・

日割り  

※（注 5）参照 

１２４ １，３２６円 １３３円 ２６６円 ３９８円 

 

＜准看護師が行う訪問看護＞ 

サービスの内容 

1回あたりの所要時間 
単位 

基本利用料 

※（注１）参照 

ご利用者様負担金 ※（注２.３）参照 

（自己負担 1割） （自己負担 2割） （自己負担 3割） 

20分未満 ２８３ ３，０２８円 ３０３円 ６０６円 ９０９円 

20分以上 30分未満 ４２４ ４，５３６円 ４５４円 ９０８円 １，３６１円 

30分以上 1時間未満 ７４１ ７，９２８円 ７９３円 １，５８６円 ２，３７９円 
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1 時間以上 1 時間 30 分未

満 

１，０１５ １０，８６０円 １，０８６円 ２，１７２円 ３，２５８円 

定期巡回訪看（1月につき）  

※（注 5）参照 

２，９０２ ３１，０５１円 ３，１０６円 ６，２１１円 ９，３１６円 

定期巡回訪看・要介護 5（1

月につき） ※（注 5）参照 

３，７０２ ３９，６１１円 ３，９６２円 ７，９２３円 １１，８８４円 

定期巡回訪看・日割  

※（注 5）参照 

９５ １，０１６円 １０２円 ２０４円 ３０５円 

定期巡回訪看・要介護 5・

日割り 

※（注 5）参照 

１２２ １，３０５円 １３１円 ２６１円 ３９２円 

 

＜理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う訪問看護＞ 

サービスの内容 単位 
基本利用料 

※（注１）参照 

ご利用者様負担金 ※（注２.３）参照 

（自己負担 1割） （自己負担 2割） （自己負担 3割） 

1回につき 20分 ２９４ ３，１４５円 ３１５円 ６２９円 ９４４円 

1回につき 40分 ５８８ ６，２９１円 ６３０円 １，２５９円 １，８８８円 

1回につき 60分 ７９５ ８，５０６円 ８５１円 １，７０２円 ２，５５２円 

 

②介護予防訪問看護の利用料 

【基本部分】 

＜保健師、看護師が行う訪問看護＞ 

サービスの内容 

1回あたりの所要時間 

単位 
基本利用料 

※（注１）参照 

ご利用者様負担金 ※（注２.３）参照 

（自己負担 1割） （自己負担 2割） （自己負担 3割） 

20分未満 ３０３ ３，２４２円 ３２５円 ６４９円 ９７３円 

20分以上 30分未満 ４５１ ４，８２５円 ４８３円 ９６５円 １，４４８円 

30分以上 1時間未満 ７９４ ８，４９５円 ８５０円 １，６９９円 ２，５４９円 

1 時間以上 1 時間 30 分未

満 

１，０９０ １１，６３３円 １，１６７円 ２，３３３円 ３，４９９円 

 

＜准看護師が行う訪問看護＞ 

サービスの内容 

1回あたりの所要時間 
単位 

基本利用料 

※（注１）参照 

ご利用者様負担金 ※（注２.３）参照 

（自己負担 1割） （自己負担 2割） （自己負担 3割） 

20分未満 ２７３ ２，９１７円 ２９２円 ５８４円 ８７６円 

20分以上 30分未満 ４０６ ４，３４３円 ４３５円 ８６９円 １，３０３円 
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30分以上 1時間未満 ７１５ ７，６４６円 ７６５円 １，５３０円 ２，２９４円 

1 時間以上 1 時間 30 分未

満 

９８１ １０，４９６円 １，０５０円 ２，１００円 ３，１４９円 

 

＜理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う訪問看護＞ 

サービスの内容 単位 
基本利用料 

※（注１）参照 

ご利用者様負担金 ※（注２.３）参照 

（自己負担 1割） （自己負担 2割） （自己負担 3割） 

1回につき 20分 ２８４ ３，０３８円 ３０４円 ６０８円 ９１２円 

1回につき 40分 ５６８ ６，０７７円 ６０８円 １，２１６円 １，８２４円 

1回につき 60分 ４２６ ４，５５８円 ４５６円 ９１２円 １，３６８円 

 

（注１）  上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場

合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本

利用料を書面でお知らせします。 

（注２）  上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する

場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

（注３）  地域区分別（５級地：1単位１０．７円）の単価を含んでいます。 

（注４）  １回あたりの所要時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計

画及び訪問看護計画に位置付けられた時間数（計画時間数）によるものとします。なお、

計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サ

ービス計画の変更の援助を行うとともに訪問看護計画の見直しを行います。 

（注５）  定期巡回訪看は一度でも准看護師の訪問がある場合は、その月は准看護師の利用料

を算定します。 

 

③（介護予防）訪問看護 加算・減算 

以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の料金が加算・減算されます。 

種類 要件 単位 

加算・減算額 

基本利用料 

ご利用者様負担金 

（自己負担 1

割） 

（自己負担 2

割） 

（自己負担 3

割） 

夜間・早朝、深夜

加算 

夜間（18時～22時）又は早朝（6時

～8時）にサービス提供する場合 

 基本利用

料の 25％ 

左記額の 1

割 

左記額の 2

割 

左記額の 3

割 

深夜（22時～翌朝 6時）にサービス

提供する場合 

 基本利用

料の 50％ 

左記額の 1

割 

左記額の 2

割 

左記額の 3

割 

緊急時訪問看護 

加算Ⅰ 

ご利用者様の同意を得て、ご利用

者様又はそのご家族様等からの看

６００ ６，４２０円 ６４２円 １，２８４円 １，９２６円 
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※１ 護に関する相談に常時対応できる

体制を整え、かつ、必要に応じて緊

急時訪問を行う体制がある場合（1

月につき） 

特別管理加算Ⅰ 

※２ 

特別な管理を必要とするご利用者

様に対し、サービスの実施に関す

る計画的な管理を行った場合（1 月

につき） 

５００ ５，３５０円 ５３５円 １，０７０円 １，６０５円 

特別管理加算Ⅱ 

※２ 

２５０ ２，６７５円 ２６８円 ５３５円 ８０３円 

ターミナルケア 

加算 ※３ 

（介護予防訪問

看護は加算なし） 

ご利用者様の死亡日及び死亡日

前 14日以内に 2日以上ターミナル

ケアを行った場合(当該月につき) 

２，５００ ２６，７５０

円 

２，６７５円 ５，３５０円 ８，０２５円 

特別指示減算 定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所と連携する場合の月額包

括報酬を算定している場合は、医

療保険への切り替えが必要になっ

た場合、その日数に合わせて減算 

△９７ △１，０３７

円 

△１０４円 △２０８円 △３１２円 

訪問回数超過等

減算 

理学療法士等の訪問回数が看護

職員の訪問回数を超えている場合

又は特定の加算を算定していない

場合の減算 

△８ △８５円 △９円 △１７円 △２６円 

１２月超減算１ 

（介護予防訪問

看護のみ） 

利用を開始した日の属する月から

起算して１２月を超えた期間に介護

予防訪問看護を行った場合 

△５ △５３円 △６円 △１１円 △１６円 

１２月超減算２ 

（介護予防訪問

看護のみ） 

１２月超え減算１の要件及び予防

訪問看護訪問回数超減算を算定し

ている場合 

△１５ △１６０円 △１６円 △３２円 △４８円 

初回加算Ⅰ 新規のご利用者様へ退院日にサ

ービス提供した場合(1月につき) 

３５０ ３，７４５円 ３７５円 ７４９円 １，１２４円 

初回加算Ⅱ 新規のご利用者様へ退院翌日以

降サービス提供した場合(1 月につ

き) 

３００ ３，２１０円 ３２１円 ６４２円 ９６３円 

退院時共同指導 

加算 

退院又は退所につき 1 回（特別な

管理を必要とする者の場合2回）に

限り） 

６００ ６，４２０円 ６４２円 １，２８４円 １，９２６円 

複数名訪問加算 同時に複数の看護師等が 1人のご ２５４ ２，７１７円 ２７２円 ５４４円 ８１６円 
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Ⅰ 利用者様に対して 30 分未満の訪

問看護を行った場合（1回につき） 

同時に複数の看護師等が 1人のご

利用者様に対して 30 分以上の訪

問看護を行った場合（1回につき） 

４０２ ４，３０１円 ４３１円 ８６１円 １，２９１円 

長時間訪問看護 

加算 

特別な管理を必要とするご利用者

様に対して 1 時間 30 分以上の訪

問看護を行った場合（1回につき） 

３００ ３，２１０円 ３２１円 ６４２円 ９６３円 

介護職員等 

処遇改善加算 

１月の利用総単位数に対しての加

算 

１．８％     

※１ 緊急時訪問看護加算は、ご利用者様の同意を得て、ご利用者様又はそのご家族様等に対して

24 時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じ

て行う体制にある場合に加算します。なお、同意書面は最終頁のとおりです。 

※２ 特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とするご利用者様（別に厚生労働大臣

が定める状態にあるものに限る。）に対して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っ

た場合に加算します。なお、「別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの」とは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特別管理加算Ⅰは①に、特別管理加算Ⅱは②～⑤に該当するご利用者様に対して訪問看護を

行った場合に加算します。 

 特別管理加算Ⅰは①に、特別管理加算Ⅱは②～⑤に該当するご利用者様に対して訪問看護を

行った場合に加算します。 

※３ ターミナルケア加算は、在宅で死亡されたご利用者様について、ご利用者様又はそのご家族様

等の同意を得て、その死亡日及び死亡前１４日以内に２日（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働

大臣が定める状態にあるものは１日）以上ターミナルを行った場合（ターミナルケアを行った後、２

４時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。）に加算します。 

「その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの」とは次のとおりです。 

①在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍科学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導

管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カ

テーテルを使用している状態 

②在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静

脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続

陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受

けている状態 

③人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

④真皮を超える褥瘡の状態 

⑤点滴注射を週 3日以上行う必要があると認められる状態 
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※４ 介護職員等処遇改善加算は、介護サービスの質の向上および職員の賃金改善・職場環境の整

備を図るための制度です。加算の算定に伴い、利用者様の自己負担額がわずかに増加する場

合があります。 

なお、加算により得た収入は、法令に基づき、職員の賃金改善および職場環境の向上に充当い

たします。 

（注６） 主治医から、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を必要がある旨の特別の指示を

受けた場合は、その指示の日から１４日間に限って、介護保険による訪問看護費は算定せず、別

途医療保険による提供となります。 

 

（４）キャンセル料 

利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合でもキャンセル料はいただきません。キャ

ンセルされる場合は、事業所へ連絡お願いします。 

 

（５）その他の費用 

 事業所は基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、利用料の支払いをご利用者様か

ら受けるものとします。 

 ・訪問看護と連携して行なわれる死後の処置２０，０００円（税別） 

 ・衛生材料費（ガーゼ・オムツ等）実費 

 ・往診同行時のタクシー代（ご利用者様乗車分）実費 

 ・口座振替手数料９０円（税別）（手数料改定されたら、自動的に改訂） 

 

４．利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）その他の費用の請求及び支払いについて 

利用料、利用者負担

額（介護保険を適用す

る場合）その他の費用

の請求方法等 

ア 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費

用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により

請求いたします。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１５日までにご

イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチント

ン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基

底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類 3 以上であって生活機能障

害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。）をいう。）、他系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ

橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。）、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ラ

イソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱

髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸椎損傷及び人工呼吸器を使用している状態 

ロ 急性増悪その他当該利用者の主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態 
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利用者様又はご家族様へお届け（郵送）します。 

利用料、利用者負担

額（介護保険を適用す

る場合）、その他の費

用の支払い方法 

ア ３．（３）～（５）までの利用料を以下のいずれか方法によりお支払い下

さい。 

（ア）ご利用者様指定口座からの自動振替 

（イ）事業所指定口座への振り込み 

（ウ）現金払い 

イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書を

翌月分請求書と一緒にお届け（郵送）します。（医療費控除の還付請

求の際に必要となることがあります。） 

 

支払い方法 

（ア） 

ご利用者様指定口座

からの自動振替 

サービスを利用した月の翌月の２６日（祝休日の場合は直後の平日）に、

ご利用者様が指定する口座より引き落とします。 

口座振替依頼書を提出されてから開始まで、約２ケ月お時間をいただきま

す。 

口座振替開始までは、（イ）の方法でお支払いお願いします。 

また、口座振替開始となりましたら、請求書発送時にお知らせします。 

※引落手数料は別途ご請求いたします。 

（イ） 

事業所指定口座への

振り込み 

サービスを利用した月の翌月の末日（祝休日の場合は直前の平日）まで

に、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。 

広島銀行 中筋支店 普通口座  ３２１４７８１ 

一般社団法人あすなろ 代表理事 上田 美幸 

※振込手数料はご利用者様負担になります。 

（ウ） 

現金払い 

サービスを利用した月の翌月の末日（休業日の場合は直前の営業日）まで

に、現金でお支払いください。 

 

（注７） 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、正

当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２ケ月以上遅延し、さらに支払いの督促か

ら１０日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお

支払いいただくことがあります。 

 

５．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

（介護予防）訪問看護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、

居宅サービス計画、又は介護予防サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援

専門員とご相談ください。 
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まずはお電話なのでお申し込みください。訪問看護職員がお伺いしてご説明いたします。 

（２）サービスの終了 

○ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１週間前までに、文書でお申し出ください。 

○事業所の都合でサービスを終了する場合 

やむを得ない事情により、事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。

その場合は終了１ケ月前までに、文書で通知いたします。 

○自動終了（以下に該当する場合は、通知がない場合でも自動的にサービスが終了します） 

・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定

された場合 

※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約をすることができます。 

○契約解除 

・事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご

家族様に対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、事業所が破産した場合は、文書で

通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。 

・ご利用者様がサービス利用料金の支払いを２ケ月以上遅延し、料金を支払うように催促したに

もかかわらず、１０日以内に支払われない場合は、文書で通知することで、事業所におけるサー

ビス提供を即座に終了させていただく場合があります。 

・ご利用者様やご家族様が事業所に対して迷惑行為、背信行為を行った場合は、事業所におけ

るサービス提供を即座に終了させていただく場合があります。 

○その他 

・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの

結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。 

・訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。

その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。 

・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかに

なった場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用はお断り

する場合があります。 

・ご利用者様の訪問看護事業所のサービスの提供に関する諸記録を整備しその完結日から 5年

間保存します。 

 

６．虐待の防止について 

 事業所は、ご利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講

じます。 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催
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するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を行います。 

（２） 虐待の防止の指針を整備し、必要に応じて見直しを行います。 

（３） 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

（４） 上記の措置を適切に実施するための担当者を置いています。 

虐待防止に関する責任者 管 理 者   豊島 弘絵 

（５） サービス提供中に当訪問看護職員又は養護者（ご利用者様のご家族様等高齢者を現に養護

する者）による虐待を受けたと思われるご利用者様を発見した場合は、速やかに、これを市町

村に通報します。 

 

７．秘密の保持と個人情報の保護について 

ご利用者様及びそのご家

族様に関する秘密の保持

について 

○事業者は、ご利用者様の個人情報について「個人情報の保護に

関する法律」、「医療・介護関連事業者における個人情報の適切な

取扱いのため」を遵守し適切な取扱いに努めるものとします。 

○事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サー

ビス提供をする上で知り得たご利用者様及びそのご家族様の秘密

を正当な理由なく、第三者にもらせません。 

○また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した

後においても継続します。 

○事業者は、従業者に、業務上知り得たご利用者様又はそのご家族

様の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなく

なった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇

用契約の内容とします。 

個人情報の保護について ○事業者は、ご利用者様から予め文書で同意を得ない限り、サービ

ス担当者会議等において、ご利用者様の個人情報を用いません。

また、ご利用者様のご家族様の個人情報についても、予め文書で

同意書を得ない限り、サービス担当者会議等でご利用者様のご家

族様の個人情報を用いません。 

○事業者は、ご利用者様及びそのご家族様に関する個人情報が含

まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）について

は、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三

者への漏洩を防止するものとします。 

○事業者が管理する情報については、ご利用者様の求めに応じてそ

の内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または

削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成

に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に際して複写

料などが必要な場合はご利用者様の負担となります。） 
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８．緊急時における対応方法 

サービス提供中にご利用者様の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に応

じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医へ連絡を行い指示を求める等、必要な措置を

講じます。 

ご利用者様の 

主治医 

医療機関の名称 

氏名 

所在地 

電話番号 

 

緊急連絡先 

（ご家族様等） 

氏名 

（ご利用者様との続柄） 

電話番号 

 

 

●緊急時等の対応（２４時間対応体制） 

 緊急連絡先 ： 携帯電話 ０８０－３１２３－２５１９ 

 

９．事故発生時の対応 

ご利用者様に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、ご利用者様のご

家族様、ご利用者様に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、ご利用者様に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行います。 

ご利用者様の 

主治医 

医療機関の名称 

氏名 

所在地 

電話番号 

 

 

 

 

緊急連絡先 

（ご家族様等） 

氏名 

（ご利用者様との続柄） 

電話番号 

 

 

 

居宅 事業所名 

氏名 

電話番号 

 

 

 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 

保険名 

補償の概要 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

訪問看護事業者賠償責任保険 

身体障害 1名・1事故 １億５，０００万円 

財物損壊 1事故 １，０００万円 
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被害者治療費等 1回の事故につき被害者 1名について 

１０万円（社会通念上妥当な額を限度とする） 

 

１０．苦情相談窓口 

（１） サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 電話番号 ０８２—５５４－０７０１ 

面接場所 当事業所の相談室 

苦情受付担当者 管 理 者  豊島 弘絵 

 

（２） サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 広島県国民健康 

保険団体連合会 

電話番号 

０８２－５５４－０７８３ 

広島市 健康福祉局高齢福祉

部介護保険課 

電話番号 

０８２－5０４－２１７３ 

（令和 8年 6月１日現在） 
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年   月   日 

 

 

事業所は、ご利用者様へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

 

事 業 者   所在地         広島市安佐南区東野３丁目２３番６号 

事業者（法人）名   一般社団法人あすなろ 

代表者職・氏名    代表理事 上田 美幸       印 

 

 

説明者・氏名     訪問看護ステーションみゆ 

                 

 

 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。 

 

ご利用者様  住 所  

           氏 名                              印 

 

 

署名代行者（又は法定代理人） 

住 所 

本人との続柄 

氏 名                              印 

 

 

立 会 人   住 所 

氏 名                           印 

                        


